松山市中央卸売市場関連事業者募集要領

松山市中央卸売市場中央市場では、関連事業者の方の入居を募集しております。

関連事業者とは、当市場の関連棟内で、市場関係者の利便性を高めるため、松山市中央卸売市場業務条例、松山市中央卸売市場業務条例施行規則で定めた業務を行ったり、松山市中央卸売市場業務条例施行規則に定める物品を販売したりする業者のことです。

１　募集業種

・第１種関連事業者

乾物、冷凍食品、漬物、佃煮、豆腐、油揚、てんぷら、茶、菓子、練製品、鳥卵、食肉

こんにゃく、その他（酒、煙草、衣料品、はきもの、荒金物、運搬業、花き園芸資材、

青果物の種苗、米、米飯、惣菜）

・第２種関連事業者

飲食業、理容業、金融業、その他利用者に便益を提供するもので市長が認める業務

２　募集数

１３店舗

３　申請資格

　　松山市中央卸売市場業務条例第３３条に規定する事項に該当しないこと。

　　（条例及び規則はトップページ及び人材・入居者募集ページに掲載していますのでご参照く

　　ださい。）

４　施設使用料等

　ア．月額使用料及び店舗面積

店舗面積
１㎡あたり月額（税抜）
月額使用料（税抜）

２９㎡
７５２円
２１，８０８円

５７㎡

４２，８６４円

７６㎡

５７，１５２円

イ．保証金

　　　許可の通知を受けた日から起算して１月以内に保証金を預託していただきます。

保証金額は月額使用料の３倍となります。（１，０００円未満の端数切り捨て）

　ウ．その他

前記の使用料の他に、自己負担として電力、電話、ガス、水道等の費用及び、これらの

設備の維持等に要する費用等があります。

５　申請手続き

関連事業者許可申請書（松山市中央卸売市場業務条例施行規則第２８号様式）に次の書類を

添えて松山市役所市場管理課（松山市中央卸売市場内管理事務所２Ｆ）までご持参ください。

受付は、土日祝祭日を除く平日の午前８時半～午後５時まで

（申請書はトップページ及び人材・入居者募集ページ「様式」内、第２８号様式をご使用く

ださい。）

＜第１種関連事業　個人の場合＞

ア　履歴書及び写真２葉

イ　戸籍抄本又はこれに代わる書面

ウ　住民票の写し

エ　市町村長が発行する身分証明書

オ　申請者が条例第３３条第１項第２号及び第３号に該当しないことを誓約する書面

カ　県、市町村民税及び固定資産税納税証明書

キ　事業計画書

ク　資産調書

＜第１種関連事業　法人の場合＞

ア　定款及び規約等

イ　登記簿謄本

ウ　貸借対照表及び損益計算書

エ　業務を執行する役員の履歴書及び写真２葉

オ　業務を執行する役員の戸籍抄本又はこれに代わる書面

カ　業務を執行する役員の住民票の写し

キ　業務を執行する役員の市町村長が発行する身分証明書

ク　業務を執行する役員の申請者が条例第３３条第１項第２号及び第３号に

該当しないことを誓約する書面

ケ　業務を執行する役員の県、市町村民税及び固定資産税納税証明書

コ　事業計画書

サ　法人市民税の納税証明書

＜第２種関連事業　個人の場合＞

ア　履歴書及び写真２葉

イ　戸籍抄本又はこれに代わる書面

ウ　住民票の写し

エ　市町村長が発行する身分証明書

オ　県、市町村民税及び固定資産税納税証明書

カ　事業計画書

＜第２種関連事業　法人の場合＞

ア　定款及び規約等

イ　登記簿謄本

ウ　貸借対照表及び損益計算書

エ　業務を執行する役員の履歴書及び写真２葉

オ　業務を執行する役員の戸籍抄本又はこれに代わる書面

カ　業務を執行する役員の住民票の写し

キ　業務を執行する役員の市町村長が発行する身分証明書

ク　業務を執行する役員の申請者が条例第３３条第１項第２号及び第３号に

該当しないことを誓約する書面

ケ　事業計画書

コ　法人市民税の納税証明書

６　審査

　　提出された書類等をもとに、開設者で審査を行った上で、関連事業者組合から意見聴取をし

入場の可否を決定します。

７　その他

　　関連事業者について、松山市中央卸売市場業務条例及び、松山市中央卸売市場業務条例施行規則に規定しています。内容を十分ご確認ください。

　　（条例及び規則はトップページ及び人材・入居者募集ページに掲載していますのでご参照ください。）

８　問い合わせ先

　　松山市役所市場管理課（松山市中央卸売市場内管理事務所２Ｆ）　

電話番号　０８９－９２４－２３１１

